
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫

については以下のとおりです。

令和 2年  2月  2υ 日

総長

1.研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 ユ亜」=Q里重 」堅2ュ璽 yュ量LmQ±Q笙上 理ェ≦型 Q旦1塾ェ_亜Ю幽坦m_工星菫∠∠墾亜匝麹壁蓋狙査と

それに基づいた診断治療指針の策↑と患者 レジス トリの構築

1鑽鋳爾

3.研究者名 (所属部局・職名)  大学院医学研究院 。 准教授

(氏名・フリガナ)  山崎 亮  (ヤマサキ リョウ)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべ る

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

|こ んでいる場合は、 み=lこチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針_に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 [](無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 匡 (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□

□ □



令禾口2年  2 月  20日

国立保健医療科学院長 殿

機関名  国立

所属研究機関長 職 名  総長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況

については以下のとおりです。

1.研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 ユ亜」型曼二塁壼型墜型旦_里Q⊥Q■迎2里塾 22旦⊥塾L_璽Ω理哩墾_」」丑上並」≡1回墾堂躍≧と

二重上聾堕と 左ヽ珍_堕詮墾述垂:ヒ塑匡三と墨_童:上金≧」」基型匿塞_______________

3.研究者名

(氏名・ フ lリガナ) 吉良 潤一  (キラ ジュンイチ )

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「

その他 (特記事項 )

に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は
にチェックすること。

倫理指針
未審査」

にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)
該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■ □ □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の

‐
疫学研究に関する倫理指針_や

‐
臨床研究に関する倫理指針」 |こ準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 コ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 匡 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

`所
属菩R目・騰名ヽ 大学院医学研究院 ・ 教将

□   ■



令和 2年 2月 27日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫

については以下のとおりです。

大学

総長

1.研究事業名 難治情疾黒政策研究事業

2 研究課題名 Iユ』塑』量2ュ望1翌1旦Qttlュ
`L璽
立Q二塾型型堅22盛1里_璽gm坐L」」墾主 並 」≡1監]虚≧二麹 Lと|

それに基づいた診断治療指金| の 策宇 と患者 レジス トリの構築

「111ツ 1群i頭

3.研究者名

r時名 . フ l)ガナ ) 泄潟  充  (ワ タナ ベ ミ ソ`,レ )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)
該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべ る倫理委員会 んでいる場合は、「審査済み_|にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 匡 無 ■ (有の場合はその内容

□



2020年 3月 (b日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

近畿大学

学長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

難治性

_旦曼量m堅型墜鯉曇o里ュュd ttot堅型製ェ⊆q塑並y_豊OSMN)に 関する全国臨床疫学調査

とそれに基づいた 療指針の策定と患者レジストリの構築

3.研究者名 (所屈菩K届・ )  医学音: 月)%神経内科 教 授

(氏名・ フ l〕 ガナ) 楠 准・クス キ ススム

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が を るに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の んでいる は 、

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」 |こチェックすること。

その他 (特記事項)

」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃 止前の 「疫学研究に関する倫理指針=や 「臨床研究に関する倫理指針」 |[準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 匡 (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 □■ (有の場合はその容

(留意事項 )

□

□ □


	1 yamasaki
	2 kira
	3-1watanabe
	4 kusunoki

